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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって，JIS A 1404:2013 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 1404：2015 
 

建築用セメント防水剤の試験方法 

Method of test for waterproof agent of cement for concrete construction 

 
序文 

この規格は，1960 年に制定され，その後 4 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2013 年に

行われたが，国内の実情に即した内容にするために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。また，技術上重要な改正に関する旧規格との対照を

附属書 A に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，建築用のモルタル又はコンクリートに混合して用いるセメント防水剤（以下，防水剤とい

う。）の試験方法について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS R 5201 セメントの物理試験方法 

JIS R 5210 ポルトランドセメント 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい－第 1 部：金属製網ふるい 

 

3 試験用機械器具 

3.1 はかり はかりは，ひょう量 2 kg 以上で，目量が 0.1 g 又はこれより小さいものとする。 

3.2 突き棒 

3.2.1 強さ試験用及び吸水試験用の突き棒 強さ試験用供試体及び吸水試験用供試体の成形に用いる突

き棒は，JIS R 5201 に規定するものとする。 

3.2.2 透水試験用の突き棒 透水試験用供試体の成形に用いる突き棒は，突き部分は立方体とし，縦横の

寸法は 35±1 mm，質量は 1 000±5 g とする。 

3.3 乾燥機 乾燥機は，排気口のあるもので，槽内を 80 ℃に保持できるものとする。 

3.4 吸水試験用容器 吸水試験に用いる容器は，水密性があり，深さが 5 cm 程度のものとする。 

3.5 透水試験機 透水試験機は，直径 5 cm の透水円孔をもち，厚さ約 1 cm 以上のゴムガスケットを供

試体上下に当て均一に装置に設置できるものとし，外壁モルタル用では 1.0×104 Pa，コンクリート用では

3.0×105 Pa の水圧がかけられるものとする。 

 

 


